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様式２

物品等又は役務の名称及び数量 波崎海洋研究施設現況把握及び監視業務

契約責任者の氏名、組織の名称
及 び 所 在 地 、 法 人 番 号

神奈川県横須賀市長瀬三丁目一番一号

国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所

港湾空港技術研究所長　髙野　誠紀 (法人番号5012405001732)

契 約 を 締 結 し た 日 令和4年4月1日

（備考）
　 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考
欄に単価契約である旨及び単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

随意契約によることとした理由

契約の相手方の氏名及び住所、
法人番号

(住所)

 茨城県神栖市波崎新港9番地

(氏名) (法人番号  

 はさき漁業協同組合

契約金額
（消費税込）

¥1,628,000.-
予定価格

（消費税込）
¥2,618,301.-

落
札
率

62.1%

再就職し
た役員数

備　　考

　本業務は、当研究所が管理する波崎海洋研究施設の現況把握を行う
とともに、漁業活動への悪影響を及ぼすことがないよう、関係者以外の者
の施設への立ち入りを監視し、これを退去させる業務を行うものである。
　本業務実施に際しては、以下に示す要件を満たしていることが必要不
可欠である。
　①技術力に関する要件
　　施設周辺の漁業実態及び漁業管理に関する十分な専門知識を有し
ていること。
　②業務執行体制に関する要件
　　鹿島灘漁業権共有組合連合会の承認を得た職員を配置できること。
　③業務実施の関する要件
　　密漁等に関係する漁業監視業務
　はさき漁業協同組合は、施設周辺の漁業状況を熟知しており、上記①
～③に示す要件を全て満たしている者であり、本業務を実施可能な者は
他にはない。
　このため、上記①～③の要件を満たす者がいない場合に特定者等と随
意契約手続に移行することを明記して、令和4年1月31日から令和4年3月
1日までに行った「参加者の有無を確認する公募」を行ったところ、参加
意思確認書を提出する者がいなかった。
　よって、契約の性質又は目的が競争を許さないとき。に該当するので、
国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所会計規程第43条第1項
第2号（契約事務取扱細則第53条第1項第1号タ）の規程に基づき、はさ
き漁業協同組合と随意契約するものである。
　




